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令和７年度第２回 君津中央病院企業団運営委員会 会議録 

 

１ 日時   令和８年２月５日（木） １３時５８分 ～ １５時３１分 

２ 場所   君津中央病院アメニティ棟３階会議室 

３ 議題   （１）令和８年度君津中央病院企業団病院事業会計予算について 

（２）企業団経営強化プランの見直しと次期経営計画について 

（３）その他 

４ 出席者 

  委員会委員 

   君津木更津医師会 会長                天野 隆臣 

公認会計士                      木村 俊之 

市民委員                       武次 治幸 

船橋市病院事業管理者                 丸山 尚嗣 

君津木更津医師会病院部会 副会長           本吉 光隆 

千葉県病院局長                    山崎 晋一朗 

千葉市病院事業管理者                 山本 恭平 

独立行政法人地域医療機能推進機構 理事長       山本 修一 

 

構成市 

木更津市  健康づくり部長                小原 和弘 

君津市  健康こども部長               嶋野 真奈美 

      富津市   健康福祉部長                          小野田 隆博 

   袖ケ浦市 市民子育て部長               加藤 寿起 

 

  企業団事務局 

   企業長         田中 正      病院長                柳澤 真司 

副院長(学校長)          藤森 基次    副院長（患者総合支援センター長） 北村 伸哉 

分院長        北湯口 広   事務局長       小柳 洋嗣 

事務局次長（学校事務長）佐伯 哲朗    医務局長               駒 嘉宏 

看護局長        北 清美        医療技術局長          児玉 美香    

庶務課長       石井 利明      人事課長        國見 規之 

医事課長       重信 正男     管財課長       相原 直樹 

財務課長       黒木 淳一      経営企画課長      加藤 友紀子 

分院事務長      中園 倫弘      患者さま相談室長   安達 文悟    

──────────────────────────────────────── 

                               （１３時５８分開会） 

 

＜佐伯事務局次長＞ 

 それでは、定刻前ではございますが、皆さんおそろいになられましたので、ただ今から令

和７年度第２回君津中央病院企業団運営委員会を始めさせていただきます。本日は、大変お

忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日の司会を務めさせて

いただきます、事務局次長の佐伯でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入る前にご報告がございます。このたび、髙原善治委員から、令和７年
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１２月３１日付けで辞職したい旨のお申し出があり、これを受理いたしました。後任として、

船橋市病院事業管理者の丸山尚嗣先生にご就任いただいております。それでは、ここで丸山

委員より一言ご挨拶を頂戴したいと存じます。丸山委員、よろしくお願いいたします。 

 

＜丸山尚嗣委員＞ 

ご紹介いただきました丸山でございます。前任の髙原善治が船橋市の事業管理者を終わっ

た後、医療センターに特別顧問として残っていただいていたんですけれども、ご本人の方か

ら去年１２月いっぱいで辞めさせてほしいということでお辞めになりましたので、そのタイ

ミングでこちらの委員の方を交代ということで、事業管理者の私、丸山がお世話になること

になりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜佐伯事務局次長＞ 

丸山委員、ありがとうございました。つづきまして、定足数の確認をさせていただきます。

本日は、委員９名のうち８名の方にご出席をいただいております。会議の定足数を満たして

おりますので、会議は成立いたします。 

つづきまして、資料の確認をさせていただきます。事前に配布しております資料ですが、

「会議次第」、「席次表」、「委員名簿」、「資料１ 会議資料」の冊子、「資料２ 君津中央病院

企業団経営強化プラン（改訂版）」、「資料３ 君津中央病院企業団第７次２か年経営計画（ブ

リッジプラン）」の計６点と、本日お手元に配付いたしました、「令和７年度決算見込（補正

予算案）および令和８年度予算案」でございます。おそろいでない方がいらっしゃいました

ら、その場で挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 

（挙手なし） 

 

＜佐伯事務局次長＞ 

次に、開会にあたりまして、企業長の田中よりご挨拶申し上げます。 

 

＜田中企業長＞ 

企業長の田中でございます。委員会の開会にあたりまして、一言、ご挨拶を申し上げます。 

本日は、ご多用のところ、運営委員会にご出席を賜り、誠にありがとうございます。また、

委員の皆さまにおかれましては、日頃より当企業団の運営に関し、貴重なご助言、ご指導を

いただいておりますことに、改めて厚く御礼申し上げます。 

このたび、丸山委員におかれましては、ご多忙のところ髙原委員の後任として運営委員に

ご就任いただき、誠にありがとうございます。今後とも、企業団の運営にご理解・ご支援を

賜りますようお願い申し上げます。 

さて、本日の委員会では、１、令和８年度君津中央病院企業団病院事業会計予算について、

２、企業団経営強化プランの見直しと次期経営計画について、の２つを議題とさせていただ

いております。ご承知のとおり、医療環境は、医師・看護師等の人材不足、医師の働き方改

革、物価・人件費の高騰、さらには診療報酬制度と実態コストとの乖離などにより、かつて

ない厳しさに直面しております。当企業団といたしましても、これまでできる限りの経営努

力を積み重ね、ＤＰＣによる収益向上、材料費削減、病床運用の改善などに取り組んでまい

りました。しかし、現在はこのような個別の努力だけでは吸収しきれない、医療提供体制そ

のものに起因する構造的な危機に直面していると認識しております。その結果、当企業団に

おいても、令和６年度決算においては赤字を計上し、令和７年度は補てん財源も枯渇するな
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ど、財政面での課題が顕在化しております。したがって、このまま従来どおりの体制を維持

することは現実的ではなく、経営の健全化のためには医療提供体制のあり方そのものについ

ても判断を迫られている局面であると考えております。 

本日は、経営強化プランの中間検証において現状をご説明申し上げ、続いて企業団の将来

のあり方の検討を盛り込んだ経営強化プランへの改訂、さらにその実行計画となる第７次２

か年経営計画、ブリッジプランについてご説明いたします。これらは、企業団の将来を左右

する極めて重要な内容であり、今後の地域医療のあり方、企業団の存在意義や将来像につい

て、第三者の視点を取り入れた「あり方検討会議」を設置し、構成市とともに本格的な検討

を進めていく予定としております。 

本日は、委員の皆さまの忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまして、私の挨

拶とさせていただきます。 

 

＜佐伯事務局次長＞ 

ありがとうございました。 

それでは、これより議事に入りたいと思います。当委員会設置要綱第６条第１項の規定に

より、委員長が会議の議長を務めることとなっております。それでは、山本恭平委員長、よ

ろしくお願いいたします。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

それでは、会議次第に基づき進めさせていただきます。議題１、令和８年度君津中央病院

企業団病院事業会計予算について、事務局の説明をお願いします。 

 

＜黒木財務課長＞ 

着座にて失礼いたします。それでは、（１）令和８年度君津中央病院企業団病院事業会計

予算について、説明をさせていただきます。資料につきましては、当日配付資料の１ページ

をご覧いただきたいと思います。こちらは、令和７年度決算見込（補正予算案）および令和

８年度予算案で、上の表につきましては、本院事業の収益的収支となります。上の表の左か

ら令和５年度決算（Ａ）、６年度決算（Ｂ）、表の真ん中に令和７年度当初予算（Ｃ）、決算見

込（Ｄ）、そして、右側に太字の枠囲いにて令和８年度予算案（Ｅ）、対令和７年度当初予算

（Ｅ－Ｃ）及び対決算見込（Ｅ－Ｄ）の構成となってございます。それでは、上の表につき

まして、ご説明をさせていただきます。令和８年度予算案（Ｅ）と対令和７年度決算見込み

（Ｅ－Ｄ）とその比率（Ｅ／Ｄ）につきまして、主だった項目につきまして、ご説明をさせ

ていただきます。 

令和８年度予算案の延患者数は、入院で１８万６７５人、対令和７年度決算見込みとの差

はありません。以降は、同様に説明をさせていただきます。外来では２５万５，４６０人、

１，０６０人の減、９９．６％、一日平均患者数は入院で４９５人で差は生じておりません。

外来１，０６０人で差は生じてございません。診療単価につきましては入院で８万２，５０

０円、１，５００円増、１０１．９％、外来２万４千円、３００円減、９８．８％。 

本院事業収益は２４１億４，７００万円、２億２，８００万円の減、９９．１％。医業収

益は２１７億９，７００万円、２億６，５００万円増、１０１．２％。うち入院収益は１４

９億６００万円、２億７，１００万円の増、１０１．９％。外来収益は６１億３，１００万

円、１億２００万円の減、９８．４％。その下の医業外収益につきましては２３億５千万円、

４億９，３００万円の減、８２．７％。うち国県補助金は４億８，２００万円、３億９，６

００万円の減、５４．９％。負担金交付金は１４億４００万円、１億１，７００万円の減、
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９２．３％。 

費用に移りまして本院事業費用は、２６０億２，３００万円、５億５，４００万円の増、

１０２．２％。医業費用につきましては２４８億３，４００万円、５億１，７００万円の増、

１０２．１％。うち給与費につきましては１３５億９千万円、５億２千万円の増、１０４．

０％。材料費は６７億２，４００万円、８，３００万円の減、９８．８％。その下の経費に

つきましては３２億５，５００万円、３，２００万円の増、１０１．０％。医業外費用に移

りまして１１億８，９００万円、３，７００万円の増、１０３．２％。 

以上、収支による経常損益につきましては１８億７，６００万円の損失、７億８，２００

万円の損失拡大でございます。つづきまして純損益（税抜き）では、１６億２，９００万円

の損失、５億２，１００万円の損失拡大の状況でございます。 

なお、その下の令和７年度末で補てん財源の枯渇により、赤字による令和８年度の予算編

成ができないことから、資金不足の解消に充てるため、病院事業債３０億円の借入れを予定

してございます。その下の表につきましては、本院事業の経営指標をお示ししてございます

ので、後ほどご確認をお願いいたします。 

つづきまして２ページに移ります。上の表につきましては、分院事業の収益的収支となっ

てございます。本院事業と同様に説明を申し上げます。令和８年度予算案、延患者数は、入

院で１万２２０人、１，０９５人増、１１２．０％。外来で３万７，３５５人、１５５人減、

９９．６％。一日平均患者数は入院で２８人、３人増、１１２．０％。外来で１５５人で差

は生じてございません。診療単価は、入院で３万１，６００円、６００円の増、１０１．９％。

外来で８，５００円、２００円の増、１０２．４％でございます。 

つづきまして分院事業収益は８億７００万円、３，１００万円の増、１０４．０％。医業

収益につきましては６億７，１００万円、４，４００万円の増、１０７．０％、うち入院収

益は３億２，３００万円、４千万円の増、１１４．１％。外来収益は３億１，７００万円、

６００万円の増、１０１．９％。その下に移りまして医業外収益は１億３，６００万円、１，

３００万円の減、９１．３％。うち国県補助金はなしでございます。１，３００万円の減と

なってございます。負担金交付金につきましては１億１，４００万円、１００万円の減、９

９．１％。 

つづきまして費用に移らせていただきます。分院事業費用は８億２，３００万円、２００

万円の減、９９．８％。医業費用は８億１，１００万円、１００万円の減、９９．９％。う

ち給与費は６億４００万円、３００万円の減、９９．５％。材料費は６，９００万円、２０

０万円の増、１０３．０％。その下の経費につきましては１億５００万円、２００万円の減、

９８．１％。医業外費用に移りまして、１，２００万円、１００万円の減、９２．３％。 

以上、収支による経常損益は、１，６００万円の損失、３，３００万円の損失縮小となっ

てございます。一番下の純損益（税抜き）でございますが、１，６００万円の損失、３，５

００万円の損失縮小となってございます。その下の表は、分院事業の経営指標をお示しして

ございますので、後ほどご確認をお願いいたします。 

つづきまして、３ページに移らせていただきます。はじめに上の表をご覧ください。企業

団の資本的収支となってございます。令和８年度当初予算の資本的収入は、１３億６，５０

０万円、５千万円の増、１０３．８％。うち企業債は８億９，２００万円、３億８，５００

万円の減、６９．９％。他会計負担金は４億４，９００万円、４億４，９００万円の増でご

ざいます。国県補助金は１，６００万円、１，５００万円の減、５１．６％。 

つづきまして支出に移ります。資本的支出は２６億６，３００万円、４億７，１００万円

の減、８５．０％。その内訳でございますが、建設改良費は１０億３，２００万円、４億２，

７００万円の減、７０．７％。うち建設工事費は２億７千万円、１億１，４００万円の減、
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７０．３％。医療機械器具費は２億３，４００万円、４億８，７００万円の減、３２．５％。

備品費は５億３００万円、１億７，２００万円の増、１５２．０％。リース資産購入費は２，

５００万円、２００万円の増、１０８．７％。企業債償還金は１６億３千万円、３，４００

万円の減、９８．０％。以上、差引収支不足額は、１２億９，８００万円、５億２，１００

万円の減となってございます。 

つづきまして真ん中の表をご覧ください。補てん財源となってございます。令和８年度の

補てん財源使用可能額は、２６億６，４００万円となってございます。資本的収支の差引不

足額によりまして、補てん財源使用額は、１２億９，８００万円でございます。その内訳は、

損益勘定留保資金１２億９，５００万円、消費税等資本的収支調整額３００万円、翌年度の

繰越額は、１３億６，６００万円を予定してございます。先ほど、ご説明をさせていただき

ました病院事業債、経営改善推進事業債３０億円の借入予定によりまして、補てん財源の不

足額が無くなっているものでございます。 

つづきまして、下の表、構成市負担金の表をご覧ください。令和８年度当初予算の本院運

営費１３億７，７００万円、令和７年度決算見込みとの差は１億３，８００万円の減、９０．

９％。分院運営費１億１千万円で差は生じてございません。つづきまして、学校運営費２億

２，６００万円、４００万円の増、１０１．８％。学校高等教育無償化対応経費１千万円で

差は生じてございません。企業団あり方検討費用２千万円の増につきましては、次の議題に

て詳細をご説明します。４条負担金につきましては、企業債償還金で４億４，９００万円の

増となってございまして、以上、合計は２１億９，２００万円、３億３，５００万円の増、

１１８．０％でございます。令和８年度君津中央病院企業団病院事業会計予算についての説

明は、以上でございます。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

はい、ありがとうございました。ただ今の事務局の説明につきまして、委員の方からご意

見やご質問はありますでしょうか。 

 

＜山本修一委員＞ 

これは後学のために教えていただきたいのですが、来年度も赤字見込みとなると、３か年

連続で赤字経常収支となりますが、この場合、公営企業の会計基準がどうなっているのか存

じ上げないのですが、一般企業会計だと減損処理の対象になるのかというふうに思いますが、

公営企業の場合はどういうふうになっているのでしょうか。 

 

＜黒木財務課長＞ 

はい、ただ今の質問にお答えします。本来、補てん財源として、欠損金が生じた場合は補

てん財源から支出するものでございます。しかしながら、令和７年度末で補てん財源が枯渇

してございますので、新たに企業債を借りましてこちらの方で対応しようといった状況でご

ざいます。 

 

＜山本修一委員＞ 

要するに減損処理は必要ないということですか。 

 

＜黒木財務課長＞ 

補てん財源を含めまして処理をさせていただきます。 
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＜山本恭平委員長＞ 

ありがとうございます。 

ほかに何かご質問はありますか。 

 

＜木村俊之委員＞ 

木村です。 

企業団あり方検討費用ということで、２千万円予算計上されてらっしゃいまして、資料３

でも構成市との連携、コミュニケーション不足の問題ということで、非常に重要な、大切な

取組だということは理解しているんですけれども、具体的に２千万円をかけてどのように検

討の仕組みを構築されていくのか簡単に説明していただけますでしょうか。 

 

＜黒木財務課長＞ 

こちらにつきましては、次の議題で詳細をご説明いたしますが、構成四市の方から、各市

から１名ずつ派遣をいただきまして、構成市と企業団の方であり方について検討していく、

また新たなコンサルティング業務の方、もしくは運営委員のような外部評価をしていただく

方を招きまして検討していくといった状況でございます。 

 

＜木村俊之委員＞ 

常勤の方を受け入れて、その人件費を払うという形ですか。 

 

＜黒木財務課長＞ 

はい。 

 

＜木村俊之委員＞ 

はい、わかりました。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

はい、ありがとうございます。他にはよろしいでしょうか。 

 

＜加藤経営企画課長＞ 

すみません、経営企画課でございます。補足の方の説明をさせていただきます。こちらの

予算は、人の派遣というよりも、こちらの方は、検討する内容ですね、こちらの方の専門的

な知見と経験を有する外部機関へ業務委託、すなわちコンサルをするというような予定でお

りますので、その費用として予算として２千万円負担金としていただいているというような

ことになっております。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

よろしいですか。 

 

＜木村俊之委員＞ 

はい。後ほど詳しいご説明があるということで、そちらの方で聞くようにします。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

ほかにはないでしょうか。 
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それでは、この件に関しては終了といたします。 

その次ですね。議題１、令和８年度君津中央病院企業団病院事業会計予算については終わ

りにしますが、つづいて議題２、企業団経営強化プランの見直しと次期経営計画について、

事務局の説明をお願いします。 

 

＜加藤経営企画課長＞ 

それでは、議題２、企業団経営強化プランの見直しと次期経営計画でございます。着座に

て失礼いたします。やや長くなりますが、経営強化プランの中間検証と見直し、そして次期

経営計画立案をひとつの連続したプロセスとしてご理解いただけるように、資料に沿って順

にご説明いたします。 

まず、はじめに、資料１、会議資料の１ページをご覧ください。企業団では、総務省の策

定した公立病院経営強化ガイドラインに基づきまして、企業団経営強化プランを令和６年度

から９年度の４年間を対象として策定しております。その実施状況につきましては、具体的

な施策を展開しております第６次５か年経営計画において、毎年度、運営委員会の皆さまに

も点検・評価を行っていただいております。令和７年度は第７次経営計画の作成年度にあた

るため、令和６年度の点検評価をもとに、強化プランの中間検証を行いました。 

中間検証は、公立病院としての機能と役割を果たしているか、経営の健全化が図られてい

るか、この２点の観点で検証しております。まず第１番目の観点、公立病院としての機能と

役割を果たしているか、ですが、四角の枠囲いの中をご覧ください。採算性の確保が難しく

民間での提供が困難な政策医療の実施状況から、公立病院として果たすべき役割と機能を概

ね発揮していると評される一方で、二次輪番制度の脆弱化や回復期病床不足等の君津医療圏

が抱える課題、また、人員不足や医師の働き方改革による当直体制の制限等から、現体制で

は将来的な継続が危うい状況となっております。下の（１）から（４）までが企業団で現在

提供している主な医療になりますが、その維持については、ページをめくっていただきまし

て（５）でお示ししているように、勤務環境と人材確保の点から厳しい状況となっておりま

す。公立病院としての役割は果たしているものの、現行体制のままでは維持し続けることが

困難である、というのが中間検証の結果となります。 

つづきまして、経営の健全化が図られているかという第２の観点です。２の四角囲いの中

に述べている部分になりますが、財政状況のポイントは大きく３つとなります。まず１つ目

ですが、収益的収支が赤字に転じたこと、２つ目は、本院建設時の企業債償還が資本的収支

を圧迫していること、そして３つ目は、補てん財源が急速に減少したこと、この３つが重な

りまして、たとえ令和８年度診療報酬改定率の上昇によって収益的収支が好転したとしても、

資本的収支において企業債の償還が大きく財政を圧迫している現状は変わらず、現行のまま

では事業の縮小、さらには事業の存続が危ぶまれる状況にあり、より一層の経営改革と資本

財源の確保が求められます。 

（１）に令和６年度の主な計画の達成状況を示しております。令和５年度は黒字決算であ

ったということもありまして、計画では経常収支比率１００．１％を目標としておりました

が、消化器内科の医師減による診療体制の縮小による患者減の影響に加えまして、費用面で

は人件費及び物価高騰によって、経常収支比率は、９７．７％、医業収支比率も目標値９４．

４％に対して９０．８％と大幅な減少となりました。ちなみに、こちらの本院の記載の病床

利用率でございますが、結核病床等の特殊病棟を含めての計算となっております。病床区分

別の病床利用率ですと、一般病床については８５％、特殊病棟は４０％の合計７４．３％で

す。ちなみに実際に看護師を配置している一般病床の実稼動利用率は、８９．３％です。な

お、令和７年１２月末現在の一般病床の実稼動利用率８８％です。実は１月から１３床減少
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しておりまして、現在のところ稼働率９０％以上での運用を開始しております。 

つづきまして、（２）に令和６年度末時点での財務計画の達成状況を示してございます。

収益的収支において、計画値、本分院合わせて２千万円のプラスのところ、約５億８千万円

と大幅減。資本的収支は、収支差額が１６億８，６００万円。補てん財源は、計画値２１億

３，１００万円のところ、収益的収支の赤字により１７億７，１００万円となり、令和５年

度末と比較して、８億５，８００万円の減という状況となっております。ちなみに、令和７

年度につきましては、財務課長の方からご説明の方でありましたとおり、現状、８年度予算

も厳しい状況となっております。収益は令和６年度よりも増加しているものの、費用が収益

を上回る増となっているため、さらにこの状況が進行し、現在、補てん財源が枯渇しており、

令和８年度の予算編成も赤字となっている状況でございます。この２つの観点からの中間検

証の結果を踏まえ、企業団では、企業団の方針を再整理する必要があると考え、資料２の経

営強化プランの改訂に至っております。 

この先は、資料２の経営強化プランの改訂版を用いて説明をさせていただきます。資料２

をご用意していただきまして、５ページの中ほどをご覧ください。先ほどの強化プランの検

証結果を踏まえまして、企業団の今後のあり方の検討につきましては、医療提供体制と経営

の健全化の２点から整理をしていくこととします。 

一つ目の医療提供体制については、民間では提供が困難な政策医療は企業団が公立病院と

して担うべき役割ではあるが、医療を取り巻く環境の変化、人材確保、経営状況の悪化によ

って事業存続の危機に直面している状況等を踏まえると、医療提供体制と医療資源のあり方

については、現在そして将来にわたり持続可能であるかという観点から再検討が必要な状況

にあること。 

二つ目の経営の健全化につきましては、公立病院としての役割・機能の継続そのものが困

難となる恐れがあることから、より一層の経営強化に向けた取組に加え、財政的に持続可能

な経営形態をどう実現するかの検討も必要となること。分院建替え等の長期計画は、現下の

財政状況や人材確保の状況を踏まえると、計画案どおりの実施は困難であり、方向性の整理

が必要であること。以上の２点となります。 

また、経営強化プランを実行する次期経営計画については、令和８年度と９年度の２年間

に限定し、赤字脱却と経営基盤の立て直しを最優先課題としつつ、企業団のあり方に関する

検討を進め、新たな地域医療構想にも対応しながら、次期中期経営計画へ橋渡しを行う期間

としております。その意味も込めましてブリッジプランと称しております。企業団強化プラ

ンにおいて、企業団の検討課題や今後の方向性を明確にすることを打ち出し、具体的な医療

提供体制や企業団のあり方については、令和８年度にあり方検討会議を設置し、協議を進め

ることとします。 

つづきまして、この経営強化プランに記した企業団の方針について大きな改訂点について

ご説明をいたします。２３ページから２５ページをご覧ください。こちらは、役割機能の最

適化と連携の強化について、企業団の方針を記載したところになります。こちら、見渡して

いただくとおわかりいただけますように、検討という言葉がキーワードとなっております。

プランの概要ですが、作成当時は機能分化による経営の安定化というものを打ち出しており

ましたが、これに関しましては持続可能な経営のための検討という形で大きく転換をしてお

ります。本プランの作成時には、老朽化した分院の建替えによる病床再編によって、地域の

高齢者救急、回復期病床不足に対応し、かつ、本院を高度急性期に特化した収益性を上げる

というものでした。しかしながら、この２年間の急激な財務状況の悪化によって当初の計画

通りの実施は困難となりつつあります。よって、まずあり方を議論しまして、その結論に基

づいて設備計画を考える、というものとしております。また、本院が提供する医療につきま
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しても、二次救急等の地域医療の脆弱化を補完することを打ち出しておりましたが、本院自

体の地域医療を支える体力が弱ってきていることから今後の方向性の検討を進める必要があ

るとしております。 

つづきまして、この経営強化プランで打ち出した企業団のあり方の検討と収支改善の施策

の実行計画である第７次２か年経営計画、ブリッジプランについて、ご説明をいたします。 

それでは、資料３を用いての説明に移らせていただきます。資料３のご準備をお願いいた

します。ページをめくっていただきまして、左手が目次となっております。第１章では、企

業団の現状を示してございますので、第２章の計画策定の趣旨及び基本的な考え方からにな

りますので、６ページをお開きください。６ページなんですが、こちらには今までご説明し

たことの要約を載せてございます。７ページに本計画における基本方針を示してございます。

まず、（１）です、赤字脱却を最優先とします。①ですが、今までも取り組んでまいりました

経営努力による医業収支改善計画を継続いたします。それから②になりますが、今後のあり

方は、検討会議で議論していくこととなりますが、現在進行形で情勢が変化しておりますの

で、医療人材の確保及び財政状況から現行の規模及び医療提供体制の維持が困難であること

を前提に、医療需要と収益性を考慮した適正規模化を進めてまいります。そして、強化プラ

ンで打ち出しました通り、（２）今後のあり方を検討いたします。新たな地域医療構想の動向

を踏まえつつ、医療提供体制と経営の健全化の２点から今後の企業団のあり方について検討

を行います。 

つづいて、ページをめくりまして８ページ目をご覧ください。構成市との関係性ですが、

企業団を構成する四市におきましても財政の厳しさは増しており、企業団への負担金を大幅

に増額することは容易ではない状況です。構成市からは、構成市の財政状況に見合った水準

を維持しつつ、地域医療の確保と地域住民サービスの両立を図るため、企業団の現状分析を

踏まえ、第三者の視点を取り入れた病院改善策の精査及び適正規模化を含む経営形態の見直

しについて検討を行う必要性が示されております。よって、構成市及び企業団が協働して持

続可能な病院経営の姿を検討していくこととします。また、本計画ですが、第５節で示して

おりますように、企業団の経営を拡大成長させるためのものではなく、医療提供体制の崩壊

及び財政破綻を回避するための準備期間となる戦略的な計画となってございます。よって、

この期間は、大規模な投資を伴うような事業は当面休止状態となります。すなわち、第７次

計画は完成形を目指すものではなく、あり方を検討し、将来の形へ橋を架けるための計画と

いう性格を持っております。 

それでは、第７次２か年経営計画、ブリッジプランの施策の体系についてご説明をいたし

ます。９ページになります。本計画は、第６次５か年経営計画の「Ⅰ 安定的な経営の確保」、

「Ⅱ 良質で安全な医療の提供」、「Ⅲ 勤務環境の整備」、この３本柱の主軸を継承し、Ⅰの

安定的な経営の確保において、今後の企業団のあり方の検討に関する施策を加えております。

表の大項目Ⅰの安定的な経営の確保の中項目の１から３、企業団のあり方の検討、病院機能

の最適化、経営形態の見直しも含めた検討の部分となります。 

それでは、個別施策についてですが、今期の計画からの継続項目につきましては省略させ

ていただきまして、主だったものにつきまして、説明をさせていただきます。それではペー

ジをめくりまして１０ページをご覧ください。まず、Ⅰの安定的な経営の確保でございます。

本院は、地域の基幹・中核病院として、高度急性期・急性期医療を中心に、地域医療を支え

る役割を担ってきました。しかしながら、近年の医療提供環境の変化や人材確保の制約等に

より、現行の病院規模及び医療提供体制をそのまま維持することが困難な状況となっていま

す。特に、夜勤可能な看護職員の減少や人材確保の困難化により、病床を保有していても十

分な看護体制を確保できない状況が生じています。このため、医療需要の多寡にかかわらず、
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人的制約を踏まえた病床運用を行わざるを得ない状況にあります。また、医療圏の二次救急

の脆弱化によって一次から三次救急まで幅広い患者の受入れを担っていることに加え、後方

支援を担う医療機関が十分に確保されていないことから、転院調整が困難となり、平均在院

日数が長期化する傾向が見られます。その結果、一般病床の病床稼働率は上昇しております

が診療単価の向上につながりにくく、医療を提供するほどに収支が悪化するという構造的な

課題が顕在化しております。本計画において、企業団が地域医療においてどのような役割を

果たすべきかという病院のあり方、そのものを見直すことを最重要課題として位置づけます。

これは、短期的な経営改善を目的とするものではなく、将来にわたり地域医療を維持するた

めの基盤を再構築するための取組です。第三者の視点を取り入れました、あり方検討会議を

設置し、病院の規模、医療機能、経営形態等について、構成市と企業団が協働で総合的な検

討を行います。企業団は、当該検討に必要なデータや分析結果を提供するとともに、検討結

果を次期経営計画に反映させるための準備を進めます。なお、この検討期間内におきまして

も、企業団の持つ医療資源の充足率に対応する形で診療体制、看護体制を変更せざるを得な

い状況は進行しております。病床規模の見直しは、職員の勤務環境、医療の質及び安全を確

保することを最優先とし、地域医療への影響を十分に考慮しながら、段階的かつ慎重に進め

るものとします。 

つづきまして、中項目の２、病院機能の最適化です。こちらにつきましては、次年度設置

予定のあり方検討会議の結果を踏まえて体制を構築するものになりますが、現在の企業団の

方向性を示したものになります。地域で不足する医療をすべて企業団が請け負うという体制

にはもはや限界があることから、持続可能な運営、地域連携の更なる強化、また、医療圏の

みでなく広域での対応といった取組を進めて行くこととします。 

次に、中項目の３、経営形態の見直しも含めた検討です。こちらにつきましては、あり方

検討会議において、第三者の視点も交えながら、持続可能な経営形態のあり方の検討を進め

て行くことにいたします。 

つづきまして、１２ページになります。中項目の４以降の項目は、第６次５か年経営計画

の中項目と同じ構成となっております。それでは、中項目の４の収入の確保についてです。

第６次の経営計画では患者増を打ち出しておりましたが、病院のあり方・規模の話を進めて

おり、人件費も抑制しなければならない状況であり、現行のもとで得られる収入を最大限に

確保することを基本的な考え方としております。また、経営に係る数値指標ですが、現在、

令和８年度予算編成中のため、空白としております。予算が正確に確定した段階で数値目標

の入れ込みを行います。入院及び外来患者数の確保につきましては、医師の働き方改革を踏

まえ、量的拡大を目的とするのではなく、病床運用の見直しや診療体制の効率化を通じて、

実現可能な範囲での確保に努めます。特に、地域医療機関との連携強化による患者獲得、救

急搬送患者の受入体制の維持・強化によって患者の確保に努めます。また、入院患者につき

ましては、適正な看護配置による病床規模にすることで病床利用率の向上を図ります。ちな

みに、病床につきましては、看護配置の関係上、先ほど申し上げましたとおり令和８年１月

に１３床を非稼働としておりますが、令和８年度初頭にも病床をさらに再編する方向で調整

しております。その際の、一般病床の実働病床利用率は９５％となる設定で動いております。 

つづきまして、１５ページになります。こちら支出の抑制についてです。支出の抑制につ

きましては、第６次経営計画におきましては、材料費等の削減をメインに取組を進めてきま

した。令和６年度以降、人件費が増加しており、医療提供体制の維持に不可欠な費用である

一方で、医業費用の大半を占めており、財政を圧迫する大きな要因となっています。このた

め、業務の効率化、勤務体制の見直しを通じて、人的資源の適正な配置及び活用を図ります。

残業の削減、そして、非常勤医師等の非正規雇用の勤務時間・賃金形態等についても適正化
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を進めます。施設・設備の維持管理費につきましては、緊急性や優先度に基づいた支出管理

を行います。また、医師を中心とする部門横断的な経費削減チームを設置します。当該チー

ムは、現場の実情を踏まえながら、経費構造の分析、改善策の検討及び実施状況の確認を行

い、継続的な支出抑制に取り組むものといたします。以上が、大項目のⅠ、安定的な経営の

確保になります。 

つづきまして、１７ページ、大項目のⅡ、良質で安全な医療の提供です。こちらについて

は、第６次５か年経営計画の体系と変更はございません。大きな変更点について２点のみ説

明させていただきます。まず一つ目ですが、Ⅱの１、良質な医療の提供をご覧ください。２

４時間体制での医療の提供について、第６次経営計画の策定時にはこちらの維持が目標でし

たが、その継続が極めて困難な状況となっております。二段落目の、「しかしながら」の段落

になりますが、しかしながら、２４時間体制での高度な救急医療の提供については、現在の

二次救急輪番の空白日を請け負っている現場の逼迫した状況に加え、医師不足によって脳神

経及び小児においては当直体制を取れない日の発生が避けられず、２４時間体制の医療提供

体制の維持が厳しい状況となっています。その対応として、救急医による院内での応援体制

に加え、医療圏を超えた他医療機関による対応及び住民への適正な医療機関への受診の理解

を求めることとします。こちらにつきましては、救急医療の縮小を極力抑え、持続可能な形

で守るための現実的な対応へと変更となっております。 

それでは、主な変更点の二つ目です。２７ページをご覧ください。Ⅱの７、施設・設備及

び医療機器等の整備、３行目の「しかしながら」以降になります。保全計画の方は現在ござ

いますが、厳しい財政状況にありますので、設備更新の必要性と緊急性を評価し、優先順位

をつけて投資をしていきます。以上が、大項目のⅡ、良質で安全な医療の提供の大きな変更

点となります。 

つづきまして、大項目のⅢ、勤務環境の整備です。こちらは３０ページをご覧ください。

こちらにつきましては、第６次経営計画では、項目分けをしていなかったのですが、今回は

３つの中項目、「医師の働き方改革への対応」、「働きやすい職場環境の整備」、「職員の経営参

画と組織力の強化」に分けております。まず、中項目の１についてです。医師の働き方改革

への対応です。こちらにつきましては、当院はＢ水準の医師が多い現状があります。こちら

の取組を着実に進めるため、医師を中心とした働き方改革推進チームを設置します。当該チ

ームは、現場の実情を踏まえながら、勤務実態の把握、業務の見直し及び改善案の検討を行

い、無理のない勤務体制の構築に向けた取組を推進します。中項目の２、働きやすい職場環

境の整備につきましては、職員満足度の調査を通じまして、職員の定着支援を重視し、離職

防止や働き続けられる環境づくりに努めます。今後、医療提供体制の再構築に伴いまして、

業務内容や役割の変化が生じることが多くなると考えられます。職員への丁寧な説明と情報

共有を行い、職員の不安や負担の軽減に配慮します。中項目の３、職員の経営参画と組織力

の強化については、経営環境が厳しさを増す中においては、経営課題を一部の部門のみで抱

えるのではなく、組織全体で共有することが重要です。このため、他職種による経営強化プ

ロジェクトや、事務職員を中心とする診療報酬タスクフォース、医師を中心とする経費節減

チーム、働き方改革推進チーム等の取組を通じて、職員が経営状況や課題を理解し、自らの

業務と経営との関係を意識する機会を設けます。また、現場の視点を活かした改善提案を促

し、職員が主体的に業務改善や経営に関与する風土の醸成に努めます。第７次経営計画の施

策の説明は以上となります。 

次に、財務計画でございます。３２ページをご覧ください。現在、企業団では、企業債償

還の負担が重くのしかかる中、収益的収支におきましても、近年、多額の損失を計上してお

り、内部留保資金が枯渇しております。このため、将来の経営改善を前提とした収支計画を
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数値として設定する前に、まず資金の安定確保が喫緊の課題となっています。また、今後の

病院の規模や経営形態については、構成市と企業団が協働して設置する、あり方検討会議に

おいて検討される予定でございます。また、あり方検討の中でチームを組みまして、コンサ

ル等も入れまして、現状を考えていくというようなことになってございます。このような状

況下で、しかも経営が現在進行形で進んでいる中におきまして、数値を固定化した収支計画

を示すことは、実現性を欠く計画を提示することにもなりかねず、かえって判断を誤らせる

恐れがあります。そのため、本計画では、現時点で無理に２年間の数値目標を設定するので

はなく、財務上の制約条件やリスクを構成市と共有した上で、今後の２年間の中で段階的に

収支の方向性を整理していくこととします。よって、本計画初頭における財務計画は、令和

８年度までの期間を対象として整理するものとし、令和９年度以降につきましては、構成市

と企業団が協働で行うあり方検討の結論を踏まえ、改めて整理をいたします。なお、令和８

年度の数値につきましては、８年度予算案が編成された段階で掲載いたします。 

最後になりますが、３３ページ、本計画の見直しについてです。あり方検討会議におきま

して、企業団の経営方針等に変更があった場合、またその他社会情勢等に大きな変化が生じ

た場合には計画内容の見直しを行うものといたします。企業団の経営強化プランの見直しと

次期経営計画についての説明は以上となります。ご意見のほど、よろしくお願いいたします。 

 

＜小柳事務局長＞ 

１点補足させていただきます。この第７次２か年経営計画、ブリッジプランと、先ほど議

題１で申し上げました令和８年度予算案の関係についてです。この予算案につきましては、

企業団としては確定というふうに認識しているものではございますが、この後、明日、四市

の部課長の会議である経営改革委員会がございます。そして２月１６日に４市の首長の運営

協議会がございます。過去においては、この過程の中で予算案の見直しをした経緯がござい

ましたので、そこも踏まえまして予算を現在策定中だと認識していただけたらと思います。

以上でございます。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

はい、ありがとうございます。ただ今の事務局の説明について、各委員の方からご意見、

ご質問はありますでしょうか。 

 

＜山崎晋一朗委員＞ 

千葉県病院局の山崎でございます。質問なんですけれども、資料１の１ページで８系統１

７診療科で当直・待機体制ということで、また、三次救急医療機関ということですけれども、

大体平日医師は何人ぐらいで当直しているんですか。 

 

＜柳澤病院長＞ 

医師の当直の数ですが、８科当直になっておりまして、例えば内科系、外科系が２０人位

で回しています。比較的若い医師で。あと循環器が１０人位、あと脳神経系がやはり１０人

位ですね。産婦人科が７人、あと救急が６名で、あと救急とか産婦人科とかは外勤の先生も

来ています。あと小児科が７人で、外勤の先生も来ていますが、そのくらいですね。 

 

＜山崎晋一朗委員＞ 

すみません。今は２０名のドクターで組んだり、回したりと。一晩でいうと内科系、外科

系が１名ずつとか、一晩でどの位の方が、救急を含めて病院で１０名くらいですか。 
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＜柳澤病院長＞ 

８名です。 

 

＜山崎晋一朗委員＞ 

８名体制なんですね。わかりました。三次救急ですし大変だと思いますけど。この８名体

制というのは、医師の働き方改革とかもあって大変なんですけれども、病院としては経営の

ことも含めて、もっと充実させれば経営が良くなるのか。それとも経営を考えると、８名を

もっと縮小した方がいいのか、その辺はまあ今後なんでしょうけど、どんなお考えなのか。  

 

＜柳澤病院長＞ 

当然、縮小した方が効率的にできると思うんですけれども、それぞれの小児、救急、外科、

内科それぞれの分野を担当しなければいけないということで、一応こういう体制を取ってい

ます。 

 

＜山崎晋一朗委員＞ 

はい、わかりました。ありがとうございました。もう一ついいですか。救急の三次救急の

病院なんですけれども、地域の二次輪番の空白日がかなり大変だというふうに読み取れたん

ですけれども、一方で救急車の目標は年間１万とか多く立てていらっしゃって、三次救急を

もっと中心に、注力すべきであって、二次輪番というのは、いろいろ病院としてはむしろ負

担の方が大きいと考えてらっしゃるということで、受けとめていいんでしょうか。 

 

＜柳澤病院長＞ 

そのとおりです。二次輪番がかなり脆弱化しておりまして、当院しかないものですから、

そちらで受けられない二次救急の患者を、当院でけっこう診ているのが実情です。 

 

＜山崎晋一朗委員＞ 

ありがとうございました。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

ほかには。 

 

＜武次治幸委員＞ 

はい、ちょっと１点お伺いします。資料３の１１ページの経営努力のみで解消できる段階

を超えつつあります。そして、経営主体や経営形態についても検討の対象として整理する必

要があるというふうにありますけれども、この経営努力のみで解消できる段階というのは、

今回が初めてなのかというのが１点と、それから経営主体や経営形態というのを検討という

と、具体的にこれから検討するのでしょうけれども、どういうイメージというか、どういう

ものがあるかというのを、ちょっと教えていただきたいと思います。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

事務局、いいですか。 

 

＜小柳事務局長＞ 
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まず１点目の経営努力のみで解消できる段階というのはいつか、今回限りか、もしくは今

回から始まったことか、ということでよろしいでしょうか。少なくともですね、令和３年度

からは、資金が枯渇することはみえておりましたので、四市との負担金会議の中では、その

ことについて協議はさせていただいておりました。もちろんその中でも企業会計でございま

すので、経営努力はしなくてはいけないのですが、何が一番負担になっているかといいます

と、現病院を建てた起債償還、借金の返済が一番多く負担額としてございますので、この分

だけでも何とかお願いできないかということを令和３年度からはお話をさせていただいてい

るところでございます。そういう意味では、令和３年度から経営努力だけではという前提と

いいますか、その前段があったというふうに考えてはおります。 

２点目は、経営主体や経営形態についても検討の対象として整理する必要がある、という

ところでよろしいでしょうか。経営形態につきましては、平成１８年度に地方公営企業法の

全部を適用して、専任の管理者を設定するという形にした段階で、一旦の事務の効率化は図

られているという認識はしているところではございますが。ただ、現時点では資金繰りが困

難となり、このままの状態でいわゆる地方公営企業としての運営自体が困難になってくると

いうところを鑑みますと、それ以外の選択肢もやはり考えていかなくてはいけないかなとい

うところでこの部分を記しているところでございます。以上でございます。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

具体的な経営形態について聞かれていますが。 

 

＜小柳事務局長＞ 

指定管理者や独法化といったもの、もしくは民間移譲といったものが考えられる選択肢に

あるのではないかというふうにしております。 

 

＜田中企業長＞ 

そのとおりで、公立病院がこの経営形態を変えるという場合は、一般的に今いった地方独

立行政法人になるとか、あるいは指定管理者のように公設民営にするとか、あるいは完全に

民営化するとか、大体そういうところが一般的な方法かと思います。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

ほかには。丸山委員。 

 

＜丸山尚嗣委員＞ 

安定的な経営の確保ということが一番大事なことだと思いますけど、先ほど、病院機能の

最適化のところで少し説明があったかと思うんですが、少し病床数を減らして稼働率を９

０％位に上げてということは理解できるんですけれども、病床数を減らして稼働率を上げた

だけでは、トータルとして収益は上がらない。要は減らした分だけ人も減らすとか、出る方

を抑えないと。もしくは病床数を減らすことで単価を上げることを考えないと、そのどちら

かだと思うんですけど、なかなか、例えば看護師さんだとか、人を減らす状況ではないかな

と思いますと、病床数を少し減らして高度急性期としての機能を上げるということで考える

と、例えばユニット病床ですね。うちの病院もＳＣＵがフル稼働しているので、もっと今増

やしたところなんですけども、そういうふうにして単価が上がるところを増やして収益を上

げるということを考えないと。あとうちの場合はＳＣＵの増床と、ＨＣＵを新たに立ち上げ

ることでこの１月からやっているんですけども、そういう稼働のベッド、病床を減らすだけ
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ではなくて、より収益が上がる、単価が上がるところを充実させないとダメだと思うんです

けど、その辺の具体的な見通しといいますか、予定はいかがでしょうか。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

じゃあ、加藤さん。 

 

＜加藤経営企画課長＞ 

単価の上がるユニット病床の件に関しましては、１１月にＩＣＵを２床増床して、枠を増

やしております。なお、当院のＨＣＵが救命救急の３の施設基準になるんですが、こちらに

関しましても、どちらかというと、夜間受入病床というような意味合いが強い運用を今まで

していたのですが、そちらに関しましても、入院料が取れる患者さんは極力いるような形で、

極力稼働を上げるというような取組をしているところでございます。それから、単価を上げ

るというところなんですが、現状として、なかなか正直、回復期病床不足というのがありま

すので、転院が促進されないという問題がありますが、そこに関しましても、これからさら

なる強化を進めていくというようなところと、あとそれから、下り搬送ですね、入りのとこ

ろをいかにほかの病院に振り分けられるかというところで、今提携病院が１病院のみですの

で、ここのところの開拓もしていきたいというふうに考えております。 

 

＜丸山尚嗣委員＞ 

ありがとうございました。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

ほかには。山本委員。 

 

＜山本修一委員＞ 

今、丸山委員が言われたように単価を上げるってことは、この病院にとって喫緊の課題だ

と思います。ようやく８万円台にのりましたけど、ようやく８万円なので。高度急性期を謳

う病院でちょっと８万円、もう１万円上げないとやっぱり難しい。そのために、何が必要か

っていうところに、問題は注力すべきなのではないかと。どこをいじることでやっぱり、ま

ず９万円なり９万５，０００円なりを目指してですね、エネルギーを注ぐべきではないかな

というふうに思います。もちろん、在院期間が長くなったり、出し口に困っているというと

ころは理解できますけれども、それは一部の病棟にしておいて稼げるところは、とにかく稼

ぐという形にしないと、運営が難しいかなというふうに思います。あと、先ほど出た二次と

三次のバランスの部分ですが、これは実はここだけじゃなくて、もっと人口減少の激しい地

域では、本当にもう医療機関がどんどんへたって潰れていっているという状態で、かろうじ

て生き残っている医療機関に救急車が集中するという事態が既に東北地方とか九州とかで起

きていますので、ここはある意味千葉県の中ではちょっと先進的なところだったなと思いま

すが、これは、やっぱり地域のニーズに応えるという意味では受けざるを得ないなとは思い

ますけど、あとは先ほど来お話しあるように、いかに出し口を、後方病院をどれだけ確保す

るかというところなのかなと思います。そういう意味では大佐和分院の件、今止めていらっ

しゃるんですよね。ただ大佐和分院はある意味では、ちゃんと出し口、自分たちで思うよう

に運用できる出し口のはずなので、そこはちょっと別で、いかに本院を筋肉質に変えるかと

いう観点では、お金がないからといって先延ばしにするんじゃなくてですね、やはり本院の

機能を強化するためには何が必要かという観点で、やはりお考えいただきたいなというふう
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に思います。あと、ちょっと質問なんですが、先ほどご質問ありましたけれども、コンサル

に２千万かけるって何を教えてもらうのってのがですね、正直、今ほぼほぼいろんなデータ

出てますし、いろんな人口予測とか、それから疾患別の受療率の予測、その他出ていますの

で、２千万かけて何を教えてもらおうとしているのか、ちょっとそこが私、疑問に思います

が、いかがでしょうか。 

 

＜小柳事務局長＞ 

はい、まず単価の件につきましてはありがとうございます。山本先生からは毎年、毎回こ

の委員会の中では、この病院であれば単価９万円は実現できるはずだというお話はうかがっ

ております。そういうふうになれるようにしたいということではございますが、現時点では、

このブリッジプランという位置付けた背景もあるとおり、まずは病院の存続というのを第一

にしているところではございますので、その中でのやりくりというふうにさせていただけれ

ばと思います。 

そして２番目の質問なんですけど、２千万の件なんですが、この件は、四市の方から予算

立てをしてくれました。四市で持ち寄って予算を立ててくれたというものでございます。平

成３０年に一度、コンサルを入れて、我々の経営実態というものを、これは経営改善のため

のコンサルだったんですが、出していただいて、その結果については、もう診療報酬上はや

れることは充分やっているという結果が出ているところではあったんですが、改めて、あれ

から年数が経っているところでございまして、改めて、この企業団の経営状況、実態という

もの、それから医療という面からも含めて、どう判断すべきかというところを、外部のコン

サルを入れて判断するということで聞いてございます。以上でよろしいでしょうか。 

 

＜山本修一委員＞ 

コンサルの使い方だと思うんですけど、今、先ほど申し上げたように、いろんなデータを、 

ＤＰＣデータをはじめとして、この病院を取り巻く環境、それから将来予測も、いろんなデ

ータを使えますので、私が考えるのは、やはりまず病院の中でそういう持ち得るデータを活

用してですね、ドクターなどが中心となって、事務方のサポートを得ながら、あるいは看護

部が中心となって、一体どういう病院にしようかというビジョンを作って、その上でコンサ

ルにかける、こういうふうに俺たち考えるんだけど、外部環境その他もうちょっと細かいデ

ータを見たらどう思う、という投げ方ならありなのかなと。そこをですね、ちゃんとやらな

いでとにかくコンサルにみてもらいましょうとやると、これは私は絶対にお金の無駄遣いに

なるだろうし、使えないものが出てくる可能性が非常に高いんじゃないかなというふうに私

は危惧するところです。その辺、是非先生方で今、現状やっぱり現場をわかっている人間が、

まずこの先どうするんだというところを決めないと、やっぱりなかなかそういう使い方こそ

がコンサルのいい使い方なんじゃないかなというふうに私は思います。 

 

＜田中企業長＞ 

ご意見ありがとうございます。今まで我々はずっと経営改善ということでやってまいりま

した。その時のスタンスとしては、この病院はこの地域の人口３２万の唯一の中核基幹病院

だということで、何とかこの体制を維持したまま経営改善に取り組んでいこうと、そういう

のが基本姿勢で、ただ、これをずっとやってきて令和３年までなんとか収支の方は黒字化に

成功したんですけれども、今はそういう時代ではなくなって、いくら頑張ってももう我々の

及ぶところではないような、そういう状況になっています。そこで、我々としては今まで四

市の方にいろいろとお話ししたり、あるいはいろいろと首長さんにも相談したりということ
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があったんですが、どうしても話が財政的なことになってしまって、我々が思っているこの

地域の唯一の基幹病院をどうするんだ、というような話にはなかなかいきませんでした。そ

して今回はですね、いよいよそういう状況ではないということで、この病院はどういうふう

な位置付けにするのかというようなことを含めて、いわゆるあり方委員会、あるいはあり方

検討会議という、そういうようなものを是非ということを首長さんにお願いして、それが今

実現しそうになっております。ということで、我々としてはこの中核病院を、確かに今後ど

うするんだというふうにおっしゃられれば、具体的には、まだどの科を例えば減らすとか、

どの科をどのくらいのベッドにするとか、そういうようなところは具体的な数字はまだ出し

ておりませんけれども、そこら辺は地域のニーズを含めて、どういうふうに考えるか、とい

うのを是非、我々企業団だけではなくて、企業団だけで決められるものではないので、そこ

ら辺を是非構成市の皆さん、あるいは首長さんのご意見を入れて、そして検討していきたい。

でも、あまり猶予がございませんので１～２年のうちには大方の方向性を今出したいという

ふうにおりますけれども、そういうことなので、まったく丸投げということではなくて、私

たちとしては、先ほど事務局長から話がありましたようにコンサルを前に入れて、すごく期

待できるところもあったけれども、あまり期待できない結果というのがございました。大き

く期待しているわけではなくて、それよりも例えば、今千葉大の方に将来構想の部門があっ

て吉村先生とかですね、あと藤田医科大学の佐藤先生とか、いろいろ今後の人口構成とか、

そういうところを含めて千葉県の医療をどうするっていうような、そういうところに造詣の

深い先生方もいらっしゃいますので、実はそういう先生方も交えて、この地域だけではなく

て千葉県をどうするんだという話までできれば検討したいなという、そういうことで今動い

ているところでございます。 

 

＜山本修一委員＞ 

かなり、首長さん向けというのが強いというところを理解いたしましたので。心配したの

は、要するに外部のコンサルが勝手なこと言って、中にいる人たちがこう言われたからさぁ

ってならないような形が。やはり中から自発的に改革に…。かなり今、企業長も言われたよ

うに、相当大胆な改革をしないと、本当に生き残れない経済環境になっていますので、そこ

を外部の圧力とそれから中からの自発的な改革の動きと、是非バランスよく使っていただき

たいなというふうに思います。 

 

＜田中企業長＞ 

ありがとうございます。心して臨みたいと思います。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

他にはいかがでしょうか。はい、ではお願いします。 

 

＜木村俊之委員＞ 

はい、木村です。先ほど山本委員がおっしゃったことなんですけれども、コンサルの成果

というのは、頼む側がどれだけ具体的な問題意識を持っているかで決まってくるというのが

私の実感でもございます。やはり、ぱくっと頼むと、やるべきことはやっているよねってぱ

くっとした回答しか帰ってこないというのは、これはそういうものだと思いますので、是非

病院の中でですね、抱えていた問題意識を固めてコンサルを使うと言いますか、そのように

していただきたいなというふうには思います。 

先ほどの企業長のお話の中で、どの診療科をどうしていくかというようなお話もあったん
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ですけども、私たちが会議で拝見する資料は、基本的に診療科レベルまでブレイクダウンさ

れたものではなくて、本院と分院、また入院と外来、それぐらいの機能のみを拝見して議論

をしてきたということなんですけれども、病院の中では診療科レベルでの経営資源の割り振

りですとか、そういうようなものまでした具体的な議論というのはもう既にされているとこ

ろなのでしょうか。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

お願いします。 

 

＜柳澤病院長＞ 

これからですね、医局の中で現場に近い人間で、いろいろなグループを作ろうと思ってい

るんですけれども、正直に申しますと各診療科の中で具体的な意見が出てきているとかそう

いう段階ではないです。病院の状況を病院の中で説明したのも割と最近でありまして、これ

からそういうことを考えていきたいと思っております。まだ今の段階では、先生がおっしゃ

ったような、現場の中でいろんな意見が出てくるというような状態では、正直申しますとま

だないですね。 

 

＜木村俊之委員＞ 

ありがとうございます。 

まだ具体的にアクションを起こしてくるという段階ですと、やはり本院、分院という括り

があまりに大きくて、どうしても責任もアクションも曖昧になりがちというところだと思う

ので、新たに取組となると、当然、ハレーションとかに気を遣いながらということになるか

と思いますが、そこは是非しっかりと注意していただきたいと思います。 

 

＜田中企業長＞ 

ちょっとだけ、私見を含めてのことですけども、先ほどちょっと申し上げましたように私

たちは現在３０数科、診療科がございますけれども、この規模をある意味維持した状態でっ

ていうのが基本的なスタンスでした。しかしこれからダウンサイジング、ベッド数を減らす、

あるいは診療科を減らすということに、もしかしてなっていくかもしれないというのが、み

んなの心の中にはあるんですが、ただ現実的にどうするかは、やはり私の基本的な本当のス

タンスとしては、この地域のニーズに合った病院でないといけない。そのためには例えばど

ういう科が必要だとか、こういう科はちょっと大学の方にお願いして病院では使わないとか、

そういうような議論にだんだんなっていくと思います。ですから、そういう具体的なところ

は、病院長が今言いましたように、まだ具体的なってところまではいっていませんけれども、

一応地域のニーズに応えるためという大前提を達成するためには、やはり構成市とか、場合

によっては住民の方の意見をある程度取り入れて、最終的な決定にもっていこうというふう

に私は思っています。以上です。 

 

＜山本修一委員＞ 

当然そうなるべきだと思いますし、一方で公的、公立病院なので政策的医療、ここはもう

赤字だけど、そこはでもちゃんと自治体が負担してねっていうような議論も当然出てくると

思うんです。その場合には、やはりせめて粗利ベースでの診療科ごとの収支というのは出し

ていかないと、なかなか議論が難しいんじゃないか。ここ、これだけ赤字出るんだけど、で

も、なくなったら困るよねというところもあるし、一方で、すごい黒字が出てて、どんどん
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伸ばそうぜという話もある。なかなか人件費の按分は難しいにしても、材料費、薬品費を抜

いた粗利ベースでの比較は当然必要だし、あとはそれぞれの診療科で働いているドクターた

ちにも、経営的な意識を持ってもらうという点でもそこは重要じゃないかなと。あんたたち

赤字だけど、これすごい大事なんだからねというところは、その辺の重み付けというのは、

正に管理者の先生方にやっていただくことと思いますが、そういう検討が必要な時期ではな

いかなと思います。 

 

＜小柳事務局長＞ 

補足させていただきます。実は診療科別の原価計算を昨年度からやっておりまして、いっ

たん成果が出ております。これは経年的にこれを追ってみていこうという状態になっており

まして、診療科ごとに収支がどういう状況かっていうのは、出せる状況になっているところ

ではございます。補足させていただきます。 

 

＜山本修一委員＞ 

それは診療科にはフィードバックしているんですか。 

 

＜小柳事務局長＞ 

これからになります。あくまでも診療科ごとにという扱いとさせていただきたいと思って

います。 

もう一点補足なんですが。先ほど病院長から、私たちのこの状況が職員全体に知らしめる

ことができたのが１月２９日だったんで、職員にこの状況が広まったのが、つい最近のこと

でございます。これはなぜかといいますと、やはり大量退職を避けたいという思いがずっと

あったので、財政的には逼迫している状況というのは幹部職員の中では共通認識として持っ

てはいたのですが、このタイミングをいつにしようかと、いつも協議の中で、毎週月曜日に

幹部会議があるんですけど、検討してはおりましたが、ようやく１月２９日に企業長からこ

の点をご報告させていただいたという状態でございます。補足いたします。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

この状況というのは、財政が苦しいという状況ですか。 

 

＜小柳事務局長＞ 

病院が、財政的にも運営的にもこの後の先が見えない状態になってしまったというところ

です。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

潰れるかもしれないということですか。 

 

＜小柳事務局長＞ 

まあ簡単に言うと潰れるかもしれないということです。 

 

＜田中企業長＞ 

苦しいというのは、折に触れて、例えば我々は病院ニュースというのが月１回発行してい

まして、職員に向けて。そういうところで我々幹部職員が、記事を書くんですけれども、私

なんかが書くときは必ず厳しい、厳しいと。あるいは節目節目で、例えば辞令交付の時には
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必ずみんなに厳しい状態だということは言っておりました。ただし本当に内部留保が枯渇し

てしまうとか、もしかして潰れてしまうんじゃないか、閉院になってしまうんじゃないか、

そんなことまでは言っておりませんでした。しかしそれはなぜかというと、去年の暮れにで

すね、四市を病院長、事務局長と何人かで回りまして、いろいろ相談しました。最終的にま

た今年の１月に、四市の首長さんに直接お会いして、またいろいろお話して、本当に例えば、

極端な話、閉院なんていう言葉は皆さん考えていらっしゃるのかどうかみたいな、そういう

ところを聞いてまいりました。皆さん四市の首長さんは閉院という言葉は想像はしていない

みたいなことも確約というか、おっしゃっていただきましたので、そこら辺含めてですね、

１月の終わりに、全職員を対象に、現在こういう状況なので、来年度予算を今組めない状況

だから、皆さんご協力ください、そこまでは１月末に皆に言ったと、そういうところです。

段階を追ってどこまで言うかというのも、我々の内部で議論がありまして、一応そういう形

になりました。そういうことでございます。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

なかなか言い方が難しくてですね、いつも厳しい厳しいと言っていると、また厳しいと言

っているよ、みたいな話になっちゃうので、どこまで厳しく言うか。あるいは、実際に例え

ばどこかの科を閉めるとか、給料を減らすとかってなれば、皆さん、あっと思うと思うんで

すけど、やっぱり病院ニュースとかで、経営が厳しいとか予算が組めないとかって言っても、

やっぱり現場の人はあんまりピンとこない人が多いんじゃないかなと。その辺はご苦労され

ていると思います。ほかには何か。 

 

＜天野隆臣委員＞ 

医師会の天野です。お世話になっております。 

今日のお話伺って、中央病院さんの執拗な叫びが良く理解できました。元々、新聞やらい

ろんな報道で病院の経営がいけないということは新聞なんかを見ていればわかることですけ

ど、例外なく中央病院さんがこういった状況になっていると。今日お話しを聞いたときに、

話がもう何もかもずっと進んでいて、閉めるかどうかというような話まできちゃっていると

いう話ですよね。これは、私は病院の経営者ではないので細かいことは全くわからないです

けれども、医師会の地元でやっている立場になってきますと、こういった話って、私が話を

することは浮かんでは消えていくような話なんですけど、例えば病院の患者さんを逆搬送っ

ていいますかですね、良くなった人を近くの二次救急を要している病棟を空けて、また病床

に入れるということが言われていることなんですけど、そういった病院が経営が苦しくなっ

ているという話が最近ありましたけど。いわゆる二次救急が弱くなっているというというこ

とと、逆搬送が弱いということって結局同じことだと思うんですよね。医師の働き方改革と

か大学の派遣の制限だとかいろんなことがあって、二次救急が弱くなってしまっているとこ

ろなんですけども。ここでこんなこと言って適切なのかどうかわかりませんけれども、中央

病院の若い先生が二次救急のところで制度的に外勤ができるようにしていただいたりとかす

ると二次救急も強くなる。それで二次救急の病院と中央病院さんとの関係性もとても良くな

るという部分があると思うんですよね。そういった話って何年か前から浮かんでは消えてい

るわけなんですけれども、なかなか公立病院っていうような立場上のいろいろ縛りがあるっ

ていうことで実現が難しいのでっていう話でしたが。ただ過去には、例えばコロナ禍のとき

はそういうことを超えて協力し合ったような実績があるわけですよね。そういうときは中央

病院の先生だからとかそういう状態を超えてやっていたようなところがありますので、今後

も放っておくと潰れちゃうかもって話になっちゃうんで、そこまで踏み込んで、例えば若い
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先生の給料を少し抑制する代わりに外勤日を認めて、そこで二次救急を受けて逆搬送を認め

てっていうような感じにすると二次救急的にも中央病院さん的にもウインウインになるんじ

ゃないのかなと思うんですけど。なかなか規制緩和をしないといけないことだと思いますの

ですぐにはできないことかもしれませんけど、そういったことまでしないと、ちょっとその

いい状態になかなか流れを変えるような、こういったことをしないといけないんじゃないか

なというふうに考えたところです。ありがとうございます。 

 

＜田中病院長＞ 

ちょっと１点だけ、閉院っていうのを、我々が非常に心配しているのは、それを本当に閉

院するんじゃないかというようなことに捉えられてしまうというのが一番我々としては心外

でございます。というのは閉院という言葉は、これは辞書にはもちろん載っているわけだし、

どんな場合だって、今いろいろな民間の病院が閉院をしている、ということはあります。し

かし我々は、先ほど来、言っていますように、この地域での唯一の中核病院ですので、これ

がなくなるってことは、これはありえないというか、あってはならないことだというのが自

分たちの本音でございます。それでただし、そういうようなことだって辞書にはもちろんあ

るということで、これが消えるわけではないんですけれども。ただし、我々はこれをなくさ

ないためにどういう努力をするのか、それに向かってみんなで頑張っていこう、あるいは四

市の皆さまとそれを協議していこうというのが、実際のところであって、閉院というのが、

私たち一番困るのが独り歩きしていってしまうのが心配であります。そこら辺、ちょっとも

しあれでしたら訂正していただけたらと思います。 

 

＜天野隆臣委員＞ 

田中企業長のおっしゃる通りだと思います。この地域に君津中央病院さんがなくなってし

まうということは、地域医療をやっている私たち医師にとってはあり得ないことです。これ

は絶対的に存続ということは間違いないと思います。ただ、先ほどの話の中で譲渡という言

葉がちらっと出ましたけれども、外房の方の大きい病院の幹部の方とそのような話になった

こともあります。その他やっぱりいろんなところで君津中央病院さんの経営がっていうよう

なことも話の中でちらっと聞いたことがあります。ですから、それがいいのか悪いのかって

いうのはここで判断するようなことではないのかもしれないですけど、存続は絶対ですので。

不採算部門だって絶対に必要なことだって、これ私たちクリニックだって思いますから、そ

れを存続させるためには、四市の行政の部長さん方が、後ろでお話を聞いていただいている

と思うんですけれども、こういった状態で、これだけお金が赤字になっているので、これは

やっぱり、この四市っていうものを住みやすくすることを考えたら、これはやっぱり絶対的

に必要なんで。それはもう、それぞれ財政ひっ迫しているのは、よく承知はしていますけれ

ども、閉院ってことはあってはならないことなので。そこは何とか行政の方も、もう一度持

ち帰って、その辺の補助っていうんですかね、援助の検討してくれないと、是非四市の方、

聞かれていると思いますけどよろしくお願いいたします。 

 

＜田中企業長＞ 

そのことをしっかりと検討しようというのが、あり方検討会議というのをやろうというそ

ういうことでございます。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

ほかにはないですか。よろしいでしょうか。それではこの議題については、これで終了し
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たいと思います。 

つづきまして議題３、その他ですけれども、何か事務局からありますでしょうか。 

ないですか。 

それでは本日の議題は全て終了いたしました。議事進行にご協力いただきありがとうござ

いました。それでは進行を事務局にお返しします。 

 

＜佐伯事務局次長＞ 

長時間にわたりご議論いただきまして、誠にありがとうございました。それでは、以上を

持ちまして、令和７年度第２回君津中央病院企業団運営委員会を終了いたします。本日はあ

りがとうございました。 

 

（１５時３１分閉会） 


